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私立大学教職員のベースアップを可能にするために、私大助成額増額を

予算措置するよう要請します 
 

2025 年２月 12 日 

日本私立大学教職員組合連合 

 

【予算要望事項】 

私立大学・短期大学の教職員のベースアップを促進するために、必要な財源の２分の１の金額

を、従前の私立大学等経常費補助・一般補助に上乗せする予算を措置すること。 

 

＜趣旨の説明＞ 

 2000 年以降の可処分所得の減少と近年の物価上昇に対応するベースアップを行うためには、

10％以上の大幅賃上げが必要である。企業等にはベースアップ促進のための財政支援が行われて

いるが、私立大学・短期大学には何ら支援がなく、ベースアップが抑制されてきた。その原因は、

私立大学・短期大学の経常費に対する補助率が 8％台に抑え込まれ、加えて算定の基礎となる教

職員の人件費単価が長年変わっていないからである。 

私大助成の基本的な考え方は、経常費の２分の１助成である。これについては各党の選挙公約

においても同様の見解が示されている。私立大学・短期大学（医歯系大学を含む）の人件費総額

は、2.57 兆円（非専任を含む）である。すべての私立大学において 10%のベースアップを実現す

るとすれば必要な金額は 2570 億円であり、その２分の１の補助額は 1285 億円である。 

 

＜予算要望の根拠＞ 

１．私立大学教職員にはベースアップ促進のための財政支援がない。 

 私大教職員の可処分所得は、2000 年以降減り続けている【資料１】。加えて 2022 年以降の急激

な物価上昇は、教職員の生活を直撃している【資料 2】。 

 2013 年来、政府が奨励している賃上げ促進のための措置は、私立大学の教職員には、まったく

及んでいない。企業等法人を対象に行われている賃上げ促進税制は、適用額（税額控除額）が拡

大している。2022（令和４）年度（見込み）では、適用された企業等法人数が、21.5 万法人で、

適用額が 5134 億円であったが、2024（令和６）年度では、1.3 兆円が見込まれている【資料 3】。

賃上げ原資の 65～75％にあたる税額が減額されることになるので、必要な原資は、賃上げ額の

35％～25％を負担するだけで済むのである【資料４】。 

国立大学にも影響を及ぼす国家公務員を対象とする人事院勧告、公立大学にも影響を及ぼす地

方公務員を対象とする都道府県の人事委員会勧告は、3 年連続でベースアップを勧告している。 

 

２．ベースアップ補助を私大経常費補助・一般補助の上乗せで行う正当性 

2000 年以降の私大教職員のベースアップをはじめとする待遇改善の停滞、遅れは、私大助成が

８％台に抑え込まれていることに原因がある【資料５】。消費税増税、物価の急騰のなかで、私大

学費の値上げが続いている【資料 6】。学費値上げをせざるをえない状況が続いてきたことも、私
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大助成の絶対的な不足が原因である。 

そもそも私立学校振興助成法の目的は、①私立学校の教育条件の維持及び向上、②私立学校に

在学する幼児、児童、生徒又は学生に係る修学上の経済的負担の軽減、③私立学校の経営の健全

性を高め、もつて私立学校の健全な発達に資すること、である。私立学校振興助成法成立時には

「私立大学に対する国の補助は２分の１以内となっているが、できるだけ速やかに 2 分の 1 とす

るよう努める」との附帯決議がなされている。私大教職員の賃上げの遅れは、私立学校の教育条

件の維持及び向上の妨げになっている。ベースアップに必要な金額の２分の１補助を要求するこ

とは当然である。また、人件費は基盤経費の中心であり、本来の経常費補助である一般補助で措

置されている。 

したがって、私立大学・短期大学教職員のベースアップのための２分の１補助は、一般補助に

上乗せする形で措置される必要がある。 

 

以 上 

 

 



資料１ 

私立大学教職員の可処分所得の推移 

 
2025年 2 月 12 日 

日本私大教連書記局作成 
 
 
・私大教職員の可処分所得（物価上昇分を除く名目可処分所得）は、年収 700 万円・単身者のケ
ース、年収 1050 万円・19～22 歳の子ども 2人のケースについて試算すると以下のとおりです。 

・年収 1050 万円のケースでは、2025 年の名目可処分所得は、2020 年と比べて、85万 5397 円減
少（9.8％減少）しています。 

 
 年収 700 万円のケースの 

名目可処分所得 
年収 1050 万円のケースの 

名目可処分所得 
年収 1050 万円のケースの
2000年との差額・減少率 

2000年 581 万 6879 円 869 万 6274 円  
 

2005年 571 万 1926 円 844 万 7378 円 24万 8896円減少 
（2.9％減少） 

2010年 554 万 3844 円 820 万 8892 円 48万 7382円減少 
（5.6％減少） 

2015年 540 万 6126 円 810 万 0431 円 59万 5843円減少 
（6.9％減少） 

2020年 535 万 9930 円 793 万 2624 円 76万 3650円減少 
（8.8％減少） 

2025年 530 万 7029 円 784 万 0877 円 85万 5397円減少 
（9.8％減少） 

 
・2020 年から 2024 年にかけての物価上昇率は 8.2％（資料２参照）です。上記の名目可処分所得
に、2020 年からの物価上昇率を合計した実質可処分所得は、18％減少していることになります。 

 
 
 



資料２ 

 

 

2022 年以降の消費者物価指数（全国） 
                                  2022 年＝100 

  2022 年 2023 年 2024 年 

総合 
指  数 102.3 105.6 108.5 

前年比（％） 2.5 3.2 2.7 

 



資料３ 

財務省作成の資料（2024 年 6月 4 日）より 
 
 

 
 
 



資料４ 

 
 
財務省作成の資料（2024 年 6月 4 日）より 
 
 
 

 
 
 



資料５ 

文部科学省作成資料より 
 
 
 
 
 



資料６ 

文部科学省作成 
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